
第 8 号の２様式（第１０条の２関係）         

個 人 情 報 フ ァ イ ル 簿 

 ５ 年 ４ 月 １ 日 

個 人 情 報 

フ ァ イ ル の 名 称 
問い合せ・相談履歴ファイル 

行 政 機 関 等 の 名 称 東京都板橋区長 

個人情報ファイルが 

利用に供される事務を 

つかさどる組織の名称 

健康生きがい部 おとしより保健福祉センター 
           担当     特別援護係 
           電話番号   （5970）1115 

個 人 情 報 フ ァ イ ル 

の 利 用 目 的 

地域包括支援センターは、介護保険法に基づき、地域住民の保
健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援するため、総合相談
支援業務を実施する。 
総合相談支援業務とは、地域の高齢者が住み慣れた地域で安心

してその人らしい生活を継続していくことができるよう、どのよ
うな支援が必要かを把握し、地域における適切な保健・医療・福
祉サービス、機関又は制度の利用につなげる等の支援を行うもの
である。 
 初期段階での相談対応及び継続的・専門的な相談支援、その実
施に当たって必要となるネットワークの構築、地域の高齢者の状
況の実態の把握を行うために利用し、保有している。 

記 録 項 目 

１ 氏名・通称名   19 相談内容 

２ 住所・居住地   20 介護認定申請日 

３ 方書       21 介護認定認定日 

４ 生年月日       22 介護認定廃止日 

５ 年齢       23 要支援・要介護度数 

６ 性別       24 日常生活用具給付品目 

７ 電話番号       25 設備改善情報の有無 

８ 住所・居所を定めた日  26 居宅支援費の有無 

９ 住民番号       27 施設訓練等支援費の有無 

10 異動日       28  

11 異動事由       29  

12 相談日       30  

13 相談内容コード   31 

14 相談区分コード   32 

15 相談方法コード    33 

16 来所者内訳コード   34 

17 処理内容コード   35 

18 面接記録票の有無   36 

記 録 範 囲 
地域包括支援センターに相談、または支援している本人 

（永年保存。ただし支援終了後は５年度分を保存。） 

記録情報の収集方法 
収集の相手方：相談者本人、親族、支援者等 

収集の手段：電話、訪問、来所 



要 配 慮 個 人 情 報 が 
含 ま れ る と き は 、 
そ の 旨 

□含む（上記記録項目の番号  ） 

■含まない 

記 録 情 報 の 
経 常 的 提 供 先 

■あり（経常的提供先 地域包括支援センター ） 

□なし 

開 示 請 求 等 を 受 理 
す る 組 織 の 
名 称 及 び 所 在 地 

東京都板橋区総務部区政情報課 

〒173-8501 

東京都板橋区板橋２－６６－１ 

訂正及び利用停止に関
する他の法令の規定に
よ る 特 別 の 手 続 等 

□あり（他の法令の規定                ） 

■なし 

個 人 情 報 
フ ァ イ ル の 種 別 

■法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 
□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理 

ファイル） 
政令第 21 条第７項に該当す

るファイル 

□有 ■無 

行政機関等匿名加工 
情報の提案の募集を 
す る 個 人 情 報 
フ ァ イ ル で あ る 旨 

 

行政機関等匿名加工 
情報の提案を受ける 
組織の名称及び所在地 

 

行政機関等匿名加工 
情 報 の 概 要  

作成された行政機関等 
匿名加工情報に関する 
提 案 を 受 け る 
組織の名称及び所在地 

 

作成された行政機関等 
匿名加工情報に関する 
提 案 を す る こ と が 
で き る 期 間 

 



備 考 

業務の名称 援護に関する業務 

ファイルに 
記録される 

本人の数 
約  4,000   人 

その他   

 


